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説明事業

彩の国福祉のまちづくり資金利子補助

戦略項目

担当名:担当名:政策企画担当

埼玉県福祉のまちづくり条例第11条

050203　快適で魅力あふれるまちづくり

予算額

決定額 6666

前年額 6666

6666

6666

00

前年との
対比

財　　源　　内　　訳

一般財源

番号

彩の国福祉のまちづくり資金利子補助

１　事業概要

　埼玉県福祉のまちづくり条例の整備基準に基づき、生

活関連施設を新築等する際の工事資金を指定金融機関が

低利で融資することにより、不特定多数の利用する生活

関連施設のバリアフリー化を促進する。

１　新規分　 0千円（休止）

２　継続分　66千円

２　事業主体及び負担区分

・（県10/10）

・県　→　金融機関　→　民間事業者

　（利子補助）　 （貸付）

３　地方財政措置の状況

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員

9,500千円×0.01人＝95千円

５　事業説明
（１）事業内容
　　　「福祉のまちづくり」を広く民間施設に普及させるため、条例の整備基準に基づき生活関連施設を新築、
　　改築等を行う民間事業者に対し資金を低利の融資を実施するため、金融機関に利子補給を行う。

（２）事業計画
　　　○　新規分
　　　　　　平成23年度から新規貸付を休止
　　　○　継続分
　　　　　　平成28年度まで利子補給

（３）事業効果
　　　低利な融資により、バリアフリー化が進み福祉のまちづくりが促進される。
　　　また、整備を図った事業者の金利負担が軽減される。

（４）その他

　　　　貸付件数の減少や市場金利の低下など社会情勢の変化を踏まえ、新規の貸付を平成２３年４月１日から
　　　・新規貸付の休止

　　　休止している。

(単位：千円)

分野施策


